
 - 29 - 

６ 助成・貸付               
 

制 度 名 称 対  象  者 内            容 
 
⑴ 自動車改造費助成 
 

…障がい福祉室 

 
身障手帳を所持し道路
交通法の規定により自
動車を運転するについ
て必要な条件を付され
た方 

 
身体障がい者が就労等のため新たに購入する自動車につい
て、操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある
場合、その費用について100,000円を限度に助成します｡ 
・必要書類 申請書、免許証、見積書、車検証、認め印、

身障手帳、銀行等の預金通帳 
・所得制限あり 

 
⑵ 自動車運転技能習

得助成 
 

…障がい福祉室 

 
身障手帳を所持してい
る方 
 
※吹田市住民基本台

帳に１年以上記録
されていること。 

 
身体障がい者が就労等のため普通自動車運転免許を取得し
た際に要する費用について45,000円を限度に助成しま
す。 
免許証交付日において市内に１年以上居住し、免許証交
付後１年以内に申請が必要です。 
・必要書類 申請書、免許証、領収書、認め印、 

身障手帳、銀行等の預金通帳 
 
⑶ 重度身体・知的障   

がい者（児）介護 
者自動車運転技能 
習得助成 

 
…障がい福祉室 

 
１・２級の身体障がい
者（児）又は重度知的
障がい者（児）ととも
に住み、日常生活にお
いて常時介護している
方 
※吹田市住民基本台

帳に１年以上記録
されていること。 

 
重度身体・知的障がい者（児）の介護者が普通自動車運
転免許を取得した際に要する費用について45,000円を限
度に助成します。 
免許証交付日において、障がい者（児）とともに市内に１
年以上居住し、免許証交付後１年以内に申請が必要です。
なお、障がい者（児）又は同一住人の名義で、普通自動車
を所有していることが必要です。 
・必要書類 申請書、免許証、領収書、車検証、認め印、

身障手帳または療育手帳、銀行等の預金通帳 
 
⑷ 生活福祉資金 
 
  …吹田市社会福祉協

議会 
(電話 6339-1205) 
(FAX 6170-5800) 

 
障がい者手帳を所持し
ている方の属する世帯
（居住地と住民票が一
致していること） 

 
生業を営むための必要な経費・技能習得に必要な経費・
住宅の補修等に必要な経費・福祉用具等の購入に必要な
経費・障がい者用自動車の購入費などの貸付です。収入
条件等、貸付の種類により条件がありますので、詳しく
は左記へお問い合わせください。  

 
⑸ 福祉サービスに係

る診断料の自己負
担金助成 

 
…障がい福祉室 

  障がい者相談 
支援センター 

 
市町村民税が非課税の
世帯に属する方等 
（生活保護世帯除く） 

 
身体・知的障がい者が施設入所、短期入所、特別児童扶養
手当、障がい児福祉手当、特別障がい者手当、補装具費の
申請に必要な健康診断書（または意見書）作成に要する診
断料を助成します。 
・必要書類 申請書、領収書（原本）、銀行等の預金通帳、 

認め印、市民税課税（非課税）証明書 

 
⑹ 身体障がい者手帳   

診断料の自己負担  
金助成 

 
…障がい福祉室 

  障がい者相談 
支援センター 

 
市町村民税が非課税の
世帯に属する方 
（生活保護世帯除く） 

 
身体障がい者手帳の交付申請に必要な診断書の作成に要す
る診断料を助成します。 
・必要書類 申請書、領収書（原本）、銀行等の預金通帳、 

認め印、市民税課税（非課税）証明書 

 

窓口 
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６ 助成・貸付               
 

制 度 名 称 対  象  者 内            容 
 
⑴ 自動車改造費助成 
 

…障がい福祉室 

 
身障手帳を所持し道路
交通法の規定により自
動車を運転するについ
て必要な条件を付され
た方 

 
身体障がい者が就労等のため新たに購入する自動車につい
て、操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある
場合、その費用について100,000円を限度に助成します｡ 
・必要書類 申請書、免許証、見積書、車検証、認め印、

身障手帳、銀行等の預金通帳 
・所得制限あり 

 
⑵ 自動車運転技能習

得助成 
 

…障がい福祉室 

 
身障手帳を所持してい
る方 
 
※吹田市住民基本台

帳に１年以上記録
されていること。 

 
身体障がい者が就労等のため普通自動車運転免許を取得し
た際に要する費用について45,000円を限度に助成しま
す。 
免許証交付日において市内に１年以上居住し、免許証交
付後１年以内に申請が必要です。 
・必要書類 申請書、免許証、領収書、認め印、 

身障手帳、銀行等の預金通帳 
 
⑶ 重度身体・知的障   

がい者（児）介護 
者自動車運転技能 
習得助成 

 
…障がい福祉室 

 
１・２級の身体障がい
者（児）又は重度知的
障がい者（児）ととも
に住み、日常生活にお
いて常時介護している
方 
※吹田市住民基本台

帳に１年以上記録
されていること。 

 
重度身体・知的障がい者（児）の介護者が普通自動車運
転免許を取得した際に要する費用について45,000円を限
度に助成します。 
免許証交付日において、障がい者（児）とともに市内に１
年以上居住し、免許証交付後１年以内に申請が必要です。
なお、障がい者（児）又は同一住人の名義で、普通自動車
を所有していることが必要です。 
・必要書類 申請書、免許証、領収書、車検証、認め印、

身障手帳または療育手帳、銀行等の預金通帳 
 
⑷ 生活福祉資金 
 
  …吹田市社会福祉協

議会 
(電話 6339-1205) 
(FAX 6170-5800) 

 
障がい者手帳を所持し
ている方の属する世帯
（居住地と住民票が一
致していること） 

 
生業を営むための必要な経費・技能習得に必要な経費・
住宅の補修等に必要な経費・福祉用具等の購入に必要な
経費・障がい者用自動車の購入費などの貸付です。収入
条件等、貸付の種類により条件がありますので、詳しく
は左記へお問い合わせください。  

 
⑸ 福祉サービスに係

る診断料の自己負
担金助成 

 
…障がい福祉室 

  障がい者相談 
支援センター 

 
市町村民税が非課税の
世帯に属する方等 
（生活保護世帯除く） 

 
身体・知的障がい者が施設入所、短期入所、特別児童扶養
手当、障がい児福祉手当、特別障がい者手当、補装具費の
申請に必要な健康診断書（または意見書）作成に要する診
断料を助成します。 
・必要書類 申請書、領収書（原本）、銀行等の預金通帳、 

認め印、市民税課税（非課税）証明書 

 
⑹ 身体障がい者手帳   

診断料の自己負担  
金助成 

 
…障がい福祉室 

  障がい者相談 
支援センター 

 
市町村民税が非課税の
世帯に属する方 
（生活保護世帯除く） 

 
身体障がい者手帳の交付申請に必要な診断書の作成に要す
る診断料を助成します。 
・必要書類 申請書、領収書（原本）、銀行等の預金通帳、 

認め印、市民税課税（非課税）証明書 
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制 度 名 称 対  象  者 内            容 
 
⑺ 福祉タクシー 

利用券の交付 
 

…障がい福祉室 
  障がい者相談 

支援センター 
 
 

…障がい福祉室 

 
在宅の１・２級身体障がい
者(児)のうち、視覚・肢体
（上肢のみは除く）・内部
の障がい者(児)、在宅の重
度(Ａ)知的障がい者(児)、
在宅の１級精神障がい者
(児)。 
※聴覚、平衡機能、音声機
能、そしゃく機能は対象外 

 
吹田市と契約をしているタクシー会社のタクシー利用料金
の初乗運賃分（上限660円）の利用券を交付しています。 
１回の乗車につき１枚の利用で、おつりは出ません。 
・所得制限あり。 
・交付枚数 年間４８枚の利用券 
・必要書類 申請書、身障手帳、療育手帳（判定書）又は 

精神障がい者保健福祉手帳、所得証明書 
・障がい･高齢･児童･更生施設等へ入所していないこと。 
・住民票と居所が吹田市にあること。 
 

 吹田市重度障がい者福祉タクシー利用券を使用できるタクシー（五十音順） 
ア ー ス 介 護 タ ク シ ー 
アイ・アート・ドットコム 
ア イ エ ム 
あ い す 介 護 タ ク シ ー 
ア イ ツ ダ 福 祉 タ ク シ ー 
あ い 福 祉 タ ク シ ー 
ア オ キ 
あ き 介 護 タ ク シ ー 
ア ク セ ル 介 護 タ ク シ ー 
あ さ が お ケ ア サ ー ビ ス 
A S A H A 
朝 日 自 動 車 
芦 本 タ ク シ ー 
ア ス モ 介 護 サ ー ビ ス 
あ だ ち 福 祉 タ ク シ ー 
あ っ ぷ る 
ア ト ス 福 祉 ・ 介 護 タ ク シ ー 
ア モ ル 
ア ル フ ァ ー 
ア ロ ハ 介 護 タ ク シ ー 
イ ー グ ル タ ク シ ー 
池 田 タ ク シ ー 
一 番 
猪 山 タ ク シ ー 
茨 木 高 槻 交 通 
イ レ ブ ン 交 通 
イ ン グ 福 祉 タ ク シ ー 
I N F I N I T Y  J A P A N 
Ｖ ｉ ｖ ａ 介 護 タ ク シ ー 
ウ ロ コ 
え さ か 介 護 タ ク シ ー 
Ｓ Ｓ Ｋ 交 通 
エ ス テ ィ エ ス 株 式 会 社 
かなで～る介護タクシー 
エ バ ナ ー ス 
エ フ エ ー 
M L S 介 護 タ ク シ ー 
大 阪 エ ム ケ イ 
大 阪 ケ ア タ ク シ ー 協 会 
大阪軽福祉輸送サービス運営協議会 
大 阪 合 同 交 通 
大 阪 山 陽 タ ク シ ー 
大 阪 神 鉄 豊 中 タ ク シ ー 
大 阪 相 互 タ ク シ ー 
大 阪 第 一 交 通 
大阪ハイヤータクシー協会 
大 阪 阪 神 タ ク シ ー 
大 阪 府 乗 用 自 動 車 協 会 
オ ー ビ ー シ ー 
お さ ん ぽ 介 護 タ ク シ ー 
オ リ ー ブ キ ャ ブ 大 阪 
オ レ ン ジ キ ャ ブ 大 阪 

介 護 支 援 タ ク シ ー は な 
介 護 タ ク シ ー ア ト ム 
介 護 タ ク シ ー 癒 
介 護 タ ク シ ー コ コ 
介 護 タ ク シ ー 心 愛 
介 護 タ ク シ ー さ く ら ん ぼ 
介 護 タ ク シ ー 松 柏 
介護タクシースマイル千 
介 護 タ ク シ ー た に や す 
介 護 タ ク シ ー ち ゃ ー り ー 
介 護 タ ク シ ー な か に し 
介 護 タ ク シ ー ８ ８ 
介 護 タ ク シ ー ひ か り 
介護タクシーフレンドほたる  
介 護 タ ク シ ー ヤ ド カ リ 
介 護 タ ク シ ー 和 ら ぎ 
介 護 タ ク シ ー よ い な 
介 護 タ ク シ ー リ ベ ロ 
介護タクシーレインボー 
介 護 タ ク シ ー れ お 
介 護 搬 送  響 
介 護 福 祉 タ ク シ ー さ く ら 
カ イ ン ド ホ ー ム ケ ア 
輝 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 
狩 野 観 光 
雅 夢 
河 野 タ ク シ ー 
関 西 オ ー ト 
関西介護タクシーネットワーク 
関 西 中 央 第 一 
関 西 ユ ア ラ イ フ サ ポ ー ト 
岸 和 田 交 通 
協 親 交 通 
京 都 タ ク シ ー 
近 畿 ケ ア 輸 送 協 会 
グ ッ ド ス マ イ ル 
久 保 田 タ ク シ ー 
ク リ ー ド ・ ジ ャ パ ン 
ケ ア ２ １ 
ケ ア サ ー ビ ス い ろ は 
ケアタクシーエンジョイライフ 
ケ ア タ ク シ ー 想 
ケ ア フ リ ー 
ケ ア ・ フ リ ー ジ ア 
ケ ア ラ イ フ さ く ら づ か 
Ｋ ２ Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ 
Ｋ ２ Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ w e s t 
介 護 タ ク シ ー エ マ 
国 際 興 業 大 阪 
個人タクシー互助協同組合 
コ ス モ ス タ ク シ ー 
駒 姫 タ ク シ ー 

金 剛 自 動 車 
彩都  介護･福祉タクシー優 
榮 交 通 
さ く ら 介 護 タ ク シ ー 
さ く ら 創 建 
さ く ら タ ク シ ー 
ざ こ や 
Ｓ Ａ Ｔ 
サ ン エ ス 
３ ９ 介 護 タ ク シ ー 
珊 瑚 交 通 
珊 瑚 自 動 車 
Ｇ Ｔ 
芝 山 タ ク シ ー 大 阪 
小 豆 島 タ ク シ ー
自立生活センター・ＦＲＥＥ  
新 大 阪 タ ク シ ー 
新 金 岡 交 通 
新 南 都 交 通 
新 日 本 タ ク シ ー 城 東 
真 和 自 動 車 
す い た 介 護 タ ク シ ー 
吹 田 ジ ャ パ ン 
水 鉄 タ ク シ ー 
ス テ ア ー ケ ア タ ク シ ー 
す・まいる・す介護タクシー  
ス マ イ ル タ ク シ ー 
世 界 産 業 
全 大 阪 個 人 タ ク シ ー 協 会 
せ ん り 
千 里 丘 タ ク シ ー 
千 里 個 人 タ ク シ ー 組 合 
楚 々 
第 一 交 通 
大 商 交 通 
大 タ ク 
大 都 交 通 
大 桐 自 動 車 
大 バ ス 太 平 タ ク シ ー 
大 丸 タ ク シ ー 
ダ イ ヤ 交 通 大 阪 
タ ッ ク ン 
タ ッ ク ン 大 阪 
タ ッ ク ン 堺 
知 念 介 護 タ ク シ ー 
Ｔ Ｔ ケ ア タ ク シ ー 
て ら す 介 護 タ ク シ ー 
東 亜 交 通 
東 京 ・ 日 本 交 通 
東 宝 タ ク シ ー 
ト モ エ タ ク シ ー 
ドリーム＆トラストジャパン 

ナ シ ョ ナ ル タ ク シ ー 
な み は や オ ー シ ャ ン 交 通 
ニ コ ニ コ タ ク シ ー 
錦 タ ク シ ー 
西日本介護タクシー協同組合  
西 日 本 P A M 
日 進 交 通 
日 本 交 通 
日 本 城 タ ク シ ー 
日 本 タ ク シ ー 
ハ ー ト 
ハ ー ト フ ル ・ ケ ア 
ハ ヤ ト 通 商 
ぱ ら け あ ラ イ フ サ ー ビ ス 
原 田 タ ク シ ー 
阪 急 タ ク シ ー 
東 大 阪 オ ー ケ ー
東 淀 川 個 人 タ ク シ ー 協 会 
ひ か り 交 通 
日 の 丸 ハ イ ヤ ー 
枚 岡 交 通 
ぶ ー ぶ ー 福 祉 タ ク シ ー 
福 祉 タ ク シ ー シ ョ コ ラ 
福 祉 タ ク シ ー 空 
福祉タクシー  デイ・ライン 
福 祉 タ ク シ ー ま ど か 
福 祉 タ ク シ ー み そ ら 
福 祉 タ ク シ ー ゆ た か 
フ ジ 
富 士 交 通 
フ ッ ト 
北 摂 交 通 
Ｍ Ａ Ｅ Ｄ Ａ  Ｔ Ａ Ｘ Ｉ 
松 原 交 通 
マ ツ ヤ 福 祉 タ ク シ ー 
三 日 月 タ ク シ ー 
都 島 自 動 車 
都 島 自 動 車 商 会 
６ ２ ５ タ ク シ ー 
森 本 介 護 タ ク シ ー 
ヤ マ フ ジ ケ ア 
優 光 タ ク シ ー 
与 島 タ ク シ ー 
ライフ･ナビ･サポート“ケーティー”  
ライフケア・サポートサブ 
レインボーヘルパーステーション  
Ｙ Ｋ 介 護 タ ク シ ー 
Ｗ ａ Ｋ Ｋ ａ 
ワ ン コ イ ン 堺 
ワ ン コ イ ン ド ー ム 
ワ ン コ イ ン 南 花 田 
ワ ン コ イ ン 八 尾 

 窓口 
 
 

問合せ窓口  
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制 度 名 称 対  象  者 内            容 
  
⑻  タクシー料金の  

障 が い 者 割 引 

 
身障手帳又は療育手帳の交付を受けた方が、タクシーを利用されるときに、身障手帳
又は療育手帳を提示すれば、タクシー料金（メーター金額）が１割引となります。 
詳しくは、下記にお問い合わせください。 
   ・大阪タクシー協会        電話 6125－5400 
   ・全大阪個人タクシー協会     電話 6772－6271 
   ・大阪府乗用自動車協会      電話 6394－3866 
   ・大阪府ハイヤータクシー協会   電話 6908－9000 
   ・大阪クラウン無線ハイタク協会  電話 6705－4039 
   ・日進交通㈱           電話 6791－7422 

 
⑼ 福祉タクシー 
（リフト付きタクシー) 

 
…大阪福祉タクシー
総合配車センター 

(電話 6268-2945) 
(FAX 6268-2946) 

 
車椅子やストレッチャーに乗ったまま移動できるリフト付きタクシー等があります。 
配車センターが各タクシー会社へ配車依頼を行い、決定したタクシー会社・車両番号等
を利用者に電話連絡いたします。 
大半の運転手は、ヘルパーやケア輸送士の有資格者です。 
身体障がい者や知的障がい者、高齢者（65歳以上）に対する割引制度があります。 
利用料金等については、事前にセンターへお問い合わせください。 

 
⑽ 重度障がい者等住宅 

   改造助成金 
 

…障がい福祉室 

 
在宅で次の障がいがあ
る方 
・身体障がい者手帳が

１・２級 または 
下肢・体幹が３級 

・重度の知的障がい 

 
障がい者の心身の状況により必要と認められる便所・浴室・玄
関・廊下・階段・台所・居室等の改造をする場合に助成金（最
高500,000円）を交付します。事前の相談が必要です。 
・所得制限あり 

 
⑾  家具等転倒防止器

具設置助成 
 
 

…障がい福祉室 
障がい者相談 

支援センター 
高齢福祉室 
（118番窓口） 

(電話 6384-1360) 
(FAX 6368-7348) 

 
市町村民税非課税世帯
又は生活保護受給世帯
で、次のいずれかに該
当する世帯 
・重度障がい者のみの世帯 
・重度障がい者と65歳
以上の高齢者で構成
する世帯 

※重度障がい者とは、在
宅の身障手帳１・２
級、療育手帳Ａ又は精
神障がい者保健福祉手
帳１級の所持者。 

 
震災時のタンスや食器棚など家具の転倒による人的被害を軽減
するため、家具転倒防止器具を自力で取り付けできない高齢
者・障がい者に、設置費用（取付け料）として5,000円を限度
に助成し、市が指定した業者が取付けを行います。 
生活保護受給世帯については、指定業者の器具代（上限5,000
円）も助成します。 
 
※65歳以上の高齢者のみで構成され、介護保険で要支援・要介

護と認定された高齢者を含む世帯の申請窓口は、高齢福祉室
になります。 

 
・必要書類 申請書、承諾書、見積書、家主承諾書、認め印 

 市民税課税（非課税）証明書 
 

窓口 
 

窓口 

窓口 


